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�愛媛県告示第２号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商工観光課並びに西条市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和６年１月９日

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 自衛官候補生の採用試験………………………………………………………………………………………………………………………………（総務管理課）……１

○ 救急病院の協力申出……………………………………………………………………………………………………………………………………（医療対策課）……１

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（４件）……………………………………………………………………………………………………（経営支援課）……１

○ 保安林予定森林にする旨の通知（２件）……………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）……３

○ 保安林の指定……………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……４

○ 保安林の指定の解除……………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……４

○ 指定道路の指定…………………………………………………………………………………………………………………………………………（建築住宅課）……４

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）……４

○ 指定障害児通所支援事業者の指定………………………………………………………………………………………………………（中予地方局地域福祉課）……５

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）……５

○ 道路の区域変更（一般国道１９７号）………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）……５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……５

○ 落札者等の告示（４件）…………………………………………………………………………………………………………………………（警察本部会計課）……６

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

筆記試験、作文及び適性検査
（ＷＥＢ試験）
令和６年２月５日（月）０時
から令和６年２月７日（水）
２４時の間で任意の時間

任意の場所 任意の場所 県内全域

口述試験及び身体検査
令和６年２月１０日（土） 松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

渡辺病院 松山市空港通７丁目１３番
３号

医療法人ミネル
ワ会 渡辺病院

令和９年
１月３日
まで

毎週（火・金）曜日発行 第４７３号 令和６年１月９日

令和６年１月９日火曜日 第４７３号
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愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレスポ西条店 西条市新田字市塚新
田１５５番地 外２１筆

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社レデイ薬局
ほか６者

株式会社西松屋チェ
ーン
ほか４者

令和５年
１０月３１日
ほか

令和５年
１２月１４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレスポ松山中央店 松山市中央２丁目７０
番地１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所

株式会社西松屋チェ
ーン
兵庫県姫路市飾東町
庄２６６番地１
大黒天物産株式会社
岡山県倉敷市堀南７０
４番地５

株式会社西松屋チェ
ーン
兵庫県姫路市飾東町
庄２６６番地１
大黒天物産株式会社
岡山県倉敷市西中新
田２９７番地１

令和５年
３月２７日

令和５年
１２月１４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第７号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

大洲市田処乙１３４６の１、乙１３４７、乙１３４８の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

田処乙１３４６の１・乙１３４７・乙１３４８の１（以上３筆について

次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレスポ大洲店 大洲市徳森字宮方２８
１－１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所及び代表者
の氏名

大黒天物産株式会社
岡山県倉敷市堀南７０
４番地５
代表取締役
大賀 昭司
ほか４者

大黒天物産株式会社
岡山県倉敷市西中新
田２９７番地１
代表取締役
大賀 昭司
ほか４者

令和５年
３月２７日
ほか

令和５年
１２月１４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八

幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地

域産業振興部商工観光課並びに宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン北宇和島別棟 宇和島市伊吹町字上
井関甲１５１７－１

廃棄物等の保管施設の位置及
び容量

２箇所
１１．４立方メートル

２箇所
１２．５１立方メートル

令和６年
１月１５日

令和５年
１２月１４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

喜多郡内子町中川１１７１、１１７３の１、１１８１から１１８３まで、１１８７、

１１８８の１から１１８８の４まで、１１８９から１１９１まで、１１９２の１、１１９２

の２、１１９３から１１９５まで、１１９７から１２００まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

中川１１７１・１１８２・１１８７・１１８８の１から１１８８の３まで（以上

６筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

四国中央市土居町天満乙９２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

土居町天満乙９２（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

西条市黒瀬字大薮乙７１８の１４、乙７１８の１８

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第４号

２ 指定年月日

令和５年１２月２２日

３ 指定道路の位置

愛媛県四国中央市上分町５０番３の一部、５０番５の一部、５０番６

の一部、５０番７、５７番１の一部、５７番２の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ４３．００メートル

� 幅員 ５．１５メートル

�������
�愛媛県告示第１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市大生院土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和６年１月９日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 藤 愼 吾 新居浜市大生院４８７－３

〃 國 田 昭 利 新居浜市大生院３３８－５

〃 野 口 啓 一 新居浜市大生院１３２９－１

〃 野 口 明 啓 新居浜市大生院２０１０

〃 清 水 博 司 新居浜市大生院１９１９－２

〃 渡 辺 勝 俊 新居浜市大生院１１０２－４

〃 野 口 真 一 新居浜市大生院１１２７

〃 渡 辺 繁 教 新居浜市大生院１１４８

〃 野 口 憲 一 新居浜市大生院１４４８－１

〃 加 藤 千 明 新居浜市大生院４５６－１

〃 秦 一 博 新居浜市大生院７４３－１

監 事 村 上 嘉 一 新居浜市萩生１３０４－１
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退 任

�愛媛県告示第１３号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

令和６年１月９日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第１４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年１月９日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 工 藤 祐 樹 新居浜市萩生１５４０－６ 〃 渡 辺 繁 教 新居浜市大生院１１４８

〃 渡 辺 勝 俊 新居浜市大生院１１０２－４

〃 野 口 真 一 新居浜市大生院１１２７

〃 松 木 唯 数 新居浜市大生院１２５４－２

〃 國 田 昭 利 新居浜市大生院３３８－５

〃 秦 昭 一 新居浜市大生院７８６－１

〃 小 野 繁 幸 新居浜市大生院７４５－１０

監 事 村 上 嘉 一 新居浜市萩生１３０４－１

〃 工 藤 祐 樹 新居浜市萩生１５４０－６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 藤 愼 吾 新居浜市大生院４８７－３

〃 小 野 文 夫 新居浜市大生院１８２４－３

〃 野 口 憲 一 新居浜市大生院１４４８－１

〃 小 野 貴 士 新居浜市大生院１８５１－１

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５１００００９５ 社会福祉法人宗友福祉
会

愛媛県松山市中野町甲
６４０番地 丹生谷 孝 之 児童発達支援 いゆ しおさい 愛媛県伊予市米湊８１５

番地６
令和６年
１月１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第３０号

令和５年１２月２５日
伊予郡松前町大字鶴吉字幸殿３８７番１

松山市余戸南４丁目７番７号
グリナージュマロン３０６号
北 條 佑 弥
北 條 真 子

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号 大洲市肱川町宇和川３３５６番５

旧 １７．１～２９．３ ０．０５６

新 ３０．２～３５．３ ０．０５６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号 大洲市肱川町宇和川３３５６番５ 令和６年１月９日
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�愛媛県告示第１７号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１９号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２０号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和６年１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

随意契約に係る物品等の
名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

ＩＣカード運転免許証作成
システム一式の賃貸借契約
及びＩＣカード運転免許証
等消耗品代（１枚当たり）
の単価契約

愛媛県警察本部警務部
会計課
愛媛県松山市南堀端町
２番地２

令和５年１２月５日
東芝自動機器システムサ
ービス株式会社
神奈川県川崎市川崎区駅
前本町１２番地１

６，２６９，８１０円
（月額）

地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定による。

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

ＩＣカード運転免許証作成
システム改修業務委託契約
一式

愛媛県警察本部警務部
会計課
愛媛県松山市南堀端町
２番地２

令和５年４月６日
東芝自動機器システムサ
ービス株式会社
神奈川県川崎市川崎区駅
前本町１２番地１

６８，３５４，７２３円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項の規定による。

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

運転者管理システム共通基
盤移行作業委託契約
一式

愛媛県警察本部警務部
会計課
愛媛県松山市南堀端町
２番地２

令和５年５月２２日
日本電気株式会社松山支
店
愛媛県松山市味酒町一丁
目３番地

９７，２３８，９００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項の規定による。

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

申請受付機及びＩＣ免許証
読取機改修業務委託契約
一式

愛媛県警察本部警務部
会計課
愛媛県松山市南堀端町
２番地２

令和５年６月２１日
四国通建株式会社
今治市南大門町一丁目１
番地１５

３３，７７５，５００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項の規定による。

令和６年１月９日 発行


